
告

示

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
定
施
設
の
変
更
許
可
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

加
入
区
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

加
入
区
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

加
入
区
の
指
定
に
関
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

こ
い
の
持
ち
出
し
の
制
限
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

こ
い
の
放
流
の
制
限
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

公

告

建
設
業
の
許
可
の
取
消
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

公
共
測
量
の
実
施
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
申
請
が
あ
っ
た
。

な
お
、
次
の
と
お
り
当
該
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調

査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

中
津
市
本
耶
馬
溪
町
大
字
落
合
字
江
後
千
二
百
六
十
二
の
一

前
田
・
西
武
・
石
栄
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

所
長

天

本

克

也

２

特
定
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
山
移
地
内

前
田
・
西
武
・
石
栄
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
中
津
三
号
ト
ン
ネ
ル
作
業
所

３

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
五
十
五
号

生
コ

ン
ク
リ
ー
ト
製
造
業
の
用
に
供
す
る
バ
ツ
チ
ヤ
ー
プ
ラ
ン
ト

４

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
の
内
容

汚
水
等
の
処
理
の
方
法
及
び
排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
並
び
に
排
出
水
の
量

５

汚
水
等
の
処
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項

目

次

平
成
二
十
八
年

（ 金 曜 日 ）

第
二
八
〇
二
号

八

月

五

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



区

分

変

更

前

変

更

後

種

類

濁
水
処
理
設
備

同
上

処

理

方

式

炭
酸
ガ
ス
に
よ
る
中
和
及
び
造
粒
沈
殿
方
式

同
上

能

力

六
〇
㎥
／
時
間

同
上

構

造

鋼
板
製

同
上

主

要

寸

法

縦
二
〇
ｍ
×
横
七
ｍ
×
高
さ
三
・
六
ｍ

同
上

工

事

着

手

予

定

年

月

日

既
設

許
可
日
以
後

工

事

完

成

予

定

年

月

日

既
設

許
可
日
以
後

使

用

開

始

予

定

年

月

日

既
設

許
可
日
以
後

使

用

時

間

間

隔

連
続

同
上

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

二
四
時
間

同
上

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

同
上

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

処

理

前

処

理

後

処

理

前

処

理

後

処

理

前

処

理

後

処

理

前

処

理

後

八
八
〇

八
八
〇

九
八
〇

九
八
〇

一
四
四
〇

一
四
四
〇

一
四
四
〇

一
四
四
〇

汚
水

等
の

汚
染

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

通

常

の

値

最

大

の

値

処

理

前

処

理

後

処

理

前

処

理

後

処

理

前

処

理

後

処

理

前

処

理

後

水
素
イ
オ
ン
濃
度

一
一

六
・
五
〜
八
・
五

一
二

六
・
五
〜
八
・
五

一
一

六
・
五
〜
八
・
五

一
二

六
・
五
〜
八
・
五

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

五

五

一
〇

一
〇

五

二
・
五

一
〇

五

㈠

既
設
分

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



状
態

の
値

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

一
〇

一
〇

一
五

一
五

一
〇

五

一
五

七

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

一
、
〇
〇
〇

一
五

二
、
〇
〇
〇

二
〇

一
、
〇
〇
〇

七
・
五

二
、
〇
〇
〇

一
〇

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

五

五

一
〇

一
〇

五

二
・
五

一
〇

五

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

一
・
五

一
・
五

二

二

一
・
五

〇
・
五

二

一

種

類

濁
水
処
理
設
備

処

理

方

式

炭
酸
ガ
ス
に
よ
る
中
和
及
び
造
粒
沈
殿
方
式

能

力

三
〇
㎥
／
時
間

構

造

鋼
板
製

主

要

寸

法

縦
一
一
ｍ

×

横
三
ｍ

×

高
さ
三
・
六
ｍ

工

事

着

手

予

定

年

月

日

許
可
日
以
後

工

事

完

成

予

定

年

月

日

許
可
日
以
後

使

用

開

始

予

定

年

月

日

許
可
日
以
後

使

用

時

間

間

隔

連
続

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

二
四
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

処

理

前

処

理

後

処

理

前

処

理

後

二
九
五

二
九
五

四
九
〇

四
九
〇

㈡

新
設
分

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

処

理

前

処

理

後

処

理

前

処

理

後

水
素
イ
オ
ン
濃
度

一
一

六
・
五
〜
八
・
五

一
二

六
・
五
〜
八
・
五

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

五

二
・
五

一
〇

五

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

一
〇

五

一
五

七

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

一
、
〇
〇
〇

七
・
五

二
、
〇
〇
〇

一
〇

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

五

二
・
五

一
〇

五

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

一
・
五

〇
・
五

二

一

区

分

変

更

前

変

更

後

排

水

口

名

№１

同

上

一
日
当
た
り
の
排
出
水
量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

八
八
〇

九
八
〇

一
七
三
五

一
九
三
〇

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

通

常

の

値

最

大

の

値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

六
・
五
〜
八
・
五

六
・
五
〜
八
・
五

六
・
五
〜
八
・
五

六
・
五
〜
八
・
五

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

五

一
〇

二
・
五

五

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

一
〇

一
五

五

七
・
五

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

一
五

二
〇

七
・
五

一
〇

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

五

一
〇

二
・
五

五

６

排
出
水
の
量
及
び
汚
染
状
態
の
値

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

大
分
県
報
（
告
示
）

四



り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

一
・
五

二

〇
・
五

一

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

大
分
県
報
（
告
示
）

五



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

真
玉
町
加
入
区

真
玉
町
の
区
域

和
間
加
入
区

長
洲
町
大
字
蜷
木
、
大
字
松
崎
、
大
字
西
大
堀
、
大
字
佐

々
礼
、
大
字
岩
保
新
田
、
大
字
久
兵
衛
新
田
、
大
字
北
鶴

田
新
田
及
び
大
字
南
鶴
田
新
田
の
区
域

真
玉
町
加
入
区

真
玉
町
の
区
域

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

加

入

区

の

名

称

加

入

区

の

区

域

宇

佐

市

加

入

区

宇

佐

市

の

区

域

二

事
前
評
価
に
関
す
る
書
面
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
場
所

１

縦
覧
期
間

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
中
津
市
役
所

大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
二
号

次
に
掲
げ
る
告
示
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

加
入
区
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
三
十
六
年
大
分
県
告
示
第
五
十
二
号
）

二

加
入
区
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
五
十
三
年
大
分
県
告
示
第
八
百
一
号
）

大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
三
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
三
十
七
年
大
分
県
告
示
第
七
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

表
中

「
中

津

加

入

区

中
津
市
の
う
ち
大
字
角
木
、
大
字
大
塚
、
下
正
路

町
、
角
木
町
、
大
字
蠣
瀬
字
浜
山
、
大
字
大
新
田

及
び
大
字
東
浜
の
区
域

を

四
日
市

加

入

区

宇
佐
郡
四
日
市
町
の
う
ち
大
字
下
乙
女
を
除
く
区

域

」

「
中

津

加

入

区

中
津
市
の
う
ち
大
字
角
木
、
大
字
大
塚
、
下
正
路

町
、
角
木
町
、
大
字
蠣
瀬
字
浜
山
、
大
字
大
新
田

に
改
め
る
。

及
び
大
字
東
浜
の
区
域

」

大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
告
示
第
百
四
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

表
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

大
分
県
告
示
第
四
百
四
十
五
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
入

区
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

〇
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

大
分
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長

日

野

立

明

一

指
示
の
内
容

公
共
用
水
面
及
び
こ
れ
と
連
接
一
体
を
成
す
水
面
に
お
い
て
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
に
か
か

り
、
又
は
か
か
っ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
当
該
水
域
に
お
い
て
は
、
内
水
面
漁
場

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

大
分
県
報
（
告
示
・
内
水
面
漁
管
委
告
示
）

六



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

管
理
委
員
会
が
承
認
し
た
場
合
を
除
き
、
こ
い
を
持
ち
出
し
て
他
の
水
域
に
放
流
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
、
知
事
は
、
当
該
水
域
の
範
囲
に
つ
い
て
速
や
か
に
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

二

指
示
の
期
間

平
成
二
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

大
分
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長

日

野

立

明

一

指
示
の
内
容

コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
県
内
の
公
共
用
水
面
及
び
こ
れ
と
連
接
一

体
を
成
す
水
面
に
お
い
て
捕
獲
し
た
こ
い
を
そ
の
場
で
再
び
放
す
場
合
を
除
き
、
次
の
こ
と
を
遵
守
す
る

こ
と
。

１

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
い
で
な
け
れ
ば
、
県
内
の
公
共
用
水
面
及
び
こ
れ
と
連
接

一
体
を
成
す
水
面
に
こ
い
を
放
流
し
て
は
な
ら
な
い
。

㈠

コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
発
生
が
確
認
さ
れ
た
水
域
（
発
生
確
認
後
、
持
続
的
養
殖
生
産
確

保
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
一
号
）
に
よ
る
適
切
な
処
理
が
ま
だ
終
了
し
て
い
な
い
養
殖
場
及

び
個
人
の
池
を
含
む
。
）
の
こ
い
で
な
い
こ
と
。

㈡

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
（
ポ
リ
メ
ラ
ー
ゼ
連
鎖
反
応
法
に
よ
る
検
査
を
い
う
。
）
を
受
け
、
そ
の
結
果
コ
イ

ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
が
検
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
い
で
あ
る
こ
と
。

２

生
死
を
問
わ
ず
、
公
共
用
水
面
及
び
こ
れ
と
連
接
一
体
を
成
す
水
面
に
こ
い
を
遺
棄
し
て
は
な
ら
な

い
。

二

指
示
の
期
間

平
成
二
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

〇
公

告

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
処
分
し

た
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

処
分
を
し
た
年
月
日

別
表
の
と
お
り

二

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
建
設
業
の
許
可
番
号
及
び
取
消
処

分
に
係
る
建
設
業
の
種
類

別
表
の
と
お
り

三

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
基
づ
く
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

別
表
に
記
載
さ
れ
た
建
設
業
者
か
ら
、
建
設
業
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
県
知
事
に
対
し
、

建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

大
分
県
報
（
内
水
面
漁
管
委
告
示
・
公
告
）

七



許可の取消処分
年月日

平成２８年４月１４日

平成２８年４月２０日

平成２８年５月１０日

平成２８年５月１９日

平成２８年５月１８日

平成２８年５月２６日

平成２８年５月２６日

平成２８年５月２５日

平成２８年５月３１日

平成２８年５月３１日

平成２８年６月３日

平成２８年６月７日

平成２８年６月８日

平成２８年６月１３日

平成２８年５月２３日

平成２８年４月１２日

平成２８年４月１５日

平成２８年５月１２日

平成２８年５月１７日

平成２８年５月３１日

平成２８年６月７日

平成２８年６月８日

平成２８年６月２２日

取消処分に係る
建設業の種類

全 部

同 上

同 上

同 上

同 上

同 上

同 上

同 上

同 上

同 上

同 上

同 上

同 上

同 上

同 上

消防施設工事業

建築工事業

建築工事業

土木工事業

タイル・れんが・ブロック
工事業、内装仕上工事業

電気工事業

管工事業、造園工事業

大工工事業

許 可 番 号

大分県知事許可（般－２６）第１３７５８号

大分県知事許可（般－２３）第５８２９号

大分県知事許可（般－２３）第１１６０９号

大分県知事許可（般－２３）第１１６５９号

大分県知事許可（般－２５）第１２８６５号

大分県知事許可（般－２６）第１２９４９号

大分県知事許可（特－２５）第１３６０１号

大分県知事許可（般－２４）第１３４６０号

大分県知事許可（般－２３）第４６８３号

大分県知事許可（般－２４）第１２５８号

大分県知事許可（般－２６）第１１３１９号

大分県知事許可（般－２５）第１１９８１号

大分県知事許可（般－２５）第１２０１４号

大分県知事許可（般－２４）第９９６９号

大分県知事許可（般－２３）第１３２２０号

大分県知事許可（般－２６）第１０２３９号

大分県知事許可（般－２６）第９７７７号

大分県知事許可（般－２５）第１１１６１号

大分県知事許可（般－２４）第７０２４号

大分県知事許可（般－２３）第５１０２号

大分県知事許可（般－２７）第８５０１号

大分県知事許可（特－２３）第７４８６号

大分県知事許可（般－２４）第１２７１２号

主たる営業所の所在地

大分市大字千歳１９５８

大分市大字田原６－３

大分市大字迫９－６９

大分市向原沖２－２－３

大分市大道町３－４－３６－８０２

大分市国分新町５－８

大分市東大道３－５－２６

大分市萩原１－１９－２２

玖珠郡九重町大字右田３０８１－１０

国東市国東町鶴川１９２０－１

中津市耶馬溪町大字柿坂４８６－２４

大分市大字政所３２４５－１２

竹田市直入町大字下田北字牧３５００－１

竹田市大字植木５２１

大分市大字葛木８６２－４

大分市大字高崎１０６０－２

宇佐市大字西大堀７２１－１

津久見市大字千怒３５８３

中津市大字永添２２６５－１

大分市原新町１５－３６

中津市耶馬溪町大字柿坂４８６－２６

大分市下郡中央３－３－２７

杵築市大字大内４５５９－４

商号又は名称

明成技建倉原明

執行建設株式会社

有限会社大分発破工事

千石木材株式会社

中家保温中家正幸

たさき工業田﨑元司

浦松強八

アキテック株式会社

石田建築石田邦雄

大森建設株式会社

矢野電気工事店矢野昭德

南成建設株式会社

有限会社 SKY TNT

有限会社栄進土木

株式会社バイオス

株式会社ハイテック・
エアー・システムズ

吉井建設株式会社

イトウ建設有限会社

株式会社大分サンド

丸正建材工業株式会社

有限会社中岩建設

九工建設株式会社

有限会社翔栄技建

別表

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

大
分
県
報
（
公
告
）

八



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
九
州
農
政
局
駅
館
川
農
地
整
備
事
業
所
長
か
ら
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い

て
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
水
準
点
設
置
）

二

作
業
の
地
域

宇
佐
市
安
心
院
町
板
場
及
び
松
本
地
内

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
五
日
ま
で

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
九
州
農
政
局
駅
館
川
農
地
整
備
事
業
所
長
か
ら
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い

て
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
水
準
点
設
置
）

二

作
業
の
地
域

宇
佐
市
安
心
院
町
且
尾
地
内

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

大
分
県
報
（
公
告
）

九


